
第6回芳賀町議会定例会
　11月30日から12月5日までの6日間の会期で開かれました。初日の11月30日は町長から提出された議案の提案理
由の説明を受けました。12月4日は一般質問を行い、最終日の12月5日は報告案件についての質疑を行い、その他の議
案と追加議案を原案どおり可決しました。
　また、総務・教育民生・産業建設の各常任委員会からの閉会中の事務調査結果を報告し、定例会を閉会しました。

芳賀町下水道事業の設置等に関する条例の制定について

条例制定（主なもの）

　令和6年度から公共下水道事業と農業集落排水事業に地方公営企業法の一部を適用させるにあたり、法の適用や
経営の基本的事項などの必要な項目を条例として定めるものです。これに伴って両事業の特別会計は廃止します。

町制施行70周年記念事業に255万円

補正予算（主なもの）

　令和6年3月に町制施行70周年を迎えるため、記念事業を実施する予算です。記念グッズや
啓発物の作成、記念誌の発行などに充てられます。

　地方公共団体が、住民の福祉の増進を目的として設置し、経営する企業のことをいい、一般行
政事務に要する経費が租税によってまかなわれるのに対し、公営企業は、提供する財貨または
サービスの対価である料金（使用料など）収入によって維持される独立採算が原則となります。

公営企業とは？

　令和5年7月から、電力・ガス・食料品などの価格高騰による負担を軽減するための支援として、低所得世帯（住民
税非課税世帯）に1世帯当たり3万円を給付しました。その追加支援として、さらに1世帯当たり7万円を支給します。
　対象者は、次の要件を全て満たす世帯です。
①令和5年12月1日時点で芳賀町に住民票がある世帯
②世帯全員が令和5年度の住民税均等割が非課税の世帯
（ただし、世帯全員が、住民税が課税されている方の扶養親族の場合は対象外）
　対象者のうち、給付金3万円を口座振込で受給した世帯は、原則申請手続きなしで受給できます。その他の世帯
は、申請手続きが必要です。対象世帯には、2月上旬に通知を発送します。

12月21日に臨時会を開催しました。
議案を全員一致で可決しました。

第7回
芳賀町議会臨時会

重点支援地方交付金事業（低所得世帯支援）
　臨時福祉給付金給付費として8,700万円
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上程された議案・概要　　賛成：〇　　反対：×　　欠：欠席
※小林信二議員は議長のため採決には加わりません。
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議決結果

採 決 結 果

　報　告

報告第18号 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 報告

　条例の改正

議案第54号 芳賀町下水道事業の設置等に関する条例の制定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― 原案可決

議案第55号 芳賀町部課設置条例の全部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ― 原案可決

議案第56号 監査委員に関する条例の一部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― 原案可決

議案第57号
芳賀町行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特
定個人情報の提供に関する条例の一部改正について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― 原案可決

議案第58号 芳賀町都市計画税条例の一部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― 原案可決

議案第59号 栃木県市町村総合事務組合規約の変更について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― 原案可決

議案第62号 芳賀町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正につ
いて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― 原案可決

議案第63号 芳賀町職員の給与に関する条例等の一部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― 原案可決

議案第64号
芳賀町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条
例及び芳賀町職員の育児休業等に関する条例の一部改正 
について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― 原案可決

議案第65号 芳賀町国民健康保険税条例の一部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― 原案可決

　補正予算

議案第60号 令和5年度芳賀町一般会計補正予算（第5号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― 原案可決

議案第61号 令和5年度芳賀工業団地排水処理センター特別会計補正予
算（第1号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― 原案可決

議案第66号 令和5年度芳賀町一般会計補正予算（第6号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― 原案可決

議案第67号 令和5年度芳賀町国民健康保険特別会計補正予算（第1号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― 原案可決

議案第68号 令和5年度芳賀町介護保険特別会計補正予算（第2号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― 原案可決

　発　議

発議第2号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一
部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― 原案同意
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